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挑戦しよう！自転車の交通ルール　　　　 クイズ

クイズ１クイズ１

クイズ 2クイズ 2

クイズ 3クイズ 3

歩道に歩行者がいない場合、 自転車は運転者の年齢や道路標識等の有無
にかかわらず、 歩道を通行できる。

自転車は軽車両なので、 歩道を通行している場合でも、 歩行者用信号機で
はなく、 車両用信号機に従う。

自転車横断帯のある交差点を自転車で横断する際は、 自転車横断帯を進
行しなければならない。

自転車に乗ったまま道路を渡ろうとしているときの状況を想定してみましょう！ 知
っ
て
い
ま
す
か
？
自
転
車
の
交
差
点
の
渡
り
方
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自転車乗ってて、

いつも迷うん

だけど…

豊
科
高
校
生
徒
会

生
徒
会
長
の
渋
谷
く
ん
。

毎
日
、
自
転
車
で
通
学

し
て
い
ま
す
。交差点の

渡り方って
何が正解！？

自転車は「車道通行

が原則」って聞いたけど、

信号変わったら

車と一緒に渡って

いいのかなー？

自転車専用って書いて

あるの見たことあるけど。

それって自転車も、歩いて

る人と同時に渡っていい

ってことだよね？

え

・
・
・

誰
か
正
解
を
教
え
て

く
れ
ー
ー
ー

二人とも考えは

あってるよ！
一
緒
に
ル
ー
ル
を

見
て
み
よ
う
。

□　自転車は車道通行が原則です。
□　自転車から降りて、押して歩けば歩行者です。
□　横断歩道は歩行者優先、歩行者の通行を妨げてはいけません。
　※このページでは、「歩行者」＝「横断歩道を渡っている人または渡ろうとしている人」として説明

歩道を通行している場合　注）
・歩行者用信号に従って横断。
・歩行者の通行の妨げになる場合

は、自転車に乗車したまま横断で
きません。

注）自転車で歩道を通行することが
できる場合

■歩道に「自転車歩道
通行可」の標識・標
示があるとき

■ 13 歳未満または 70 歳以上の人
や身体に障がいがある人が、自転
車を運転しているとき

■車道、交通の状況から安全を確保
するためにやむを得ないとき

車道を通行している場合　
・車両用信号に従って進行。
・車両用信号が赤のときは、停止線

で停止。

スクランブル交差点を渡る場合　

・斜めに横断するときは、対面する歩行者

用信号に従って横断。

・歩行者の通行の妨げになる場合は、自転

車に乗車したまま横断できません。

※スクランブル交差点以外の交差点では、自転

車に乗って斜め横断をしてはいけません。

◆歩行者・自転車専用信号がある交差点では、この信号に従って通行します。

◆また、自転車横断帯がある場合には、横断帯を通行してください。

おススメは、自転車を降りて歩行者として渡ること！

自転車が従う信号は、通行して

いる場所、交差点の種別など

で異なるので、とても複雑です。

交差点を安全に渡るには、

自転車を押し、歩いて横断する

ことをおすすめします。

クイズの答え　①×②×③○

事
故
に
遭
わ
な
い
、

そ
し
て
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、

気
を
付
け
て
通
学
し
ま
す
！

左上の解説をよく読めば、答えが分かるよ。（正解は左ページ右下）

安曇野市交通指導員
太田  和男さん


